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自己株式取得に係る事項の決定のお知らせ 

（会社法第 165条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 
当社は、2024年 7月 31日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替え

て適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたのでお知ら

せいたします。 

 

 

記 

 

１． 自己株式の取得を行う理由 

当社は、2017 年 6 月 22 日開催の定時株主総会にて、業績連動型株式報酬制度を導入決議しており、

今回取得する自己株式は複数年度にわたり当該業績連動型株式報酬として交付する株式に充当するこ

とを予定しています。 

 

２． 取得に係る事項の内容 

（１）取得する株式の種類 当社普通株式  

（２）取得する株式の総数   45万株（上限） 

  発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.10％ 

（３）株式の取得価額の総額  20 億円（上限）  

（４）取得期間 2024年 8月 1日～2024年 8月 31日 

（５）取得方法 東京証券取引所における市場買付 

（６）その他   本件により取得する自己株式は、複数年度にわたり当該業

績連動型株式報酬として交付する株式に充当する予定で

す。 

 

（ご参考）2024年 3月 31日時点の自己株式の保有 

発行済株式総数（自己株式を含む）   437,143,500株 

自己株式  136,327株 

 

 

以上 


